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主 文

原判決を破棄する。

被告人は無罪。

理 由

本件控訴の趣意は，弁護人山口卓作成の控訴趣意書に記載されているとおりであ

るから，これを引用する。

論旨は，本件各公訴事実について，被告人は，Ａと共謀しておらず，実行行為も

行っていないのであり，被告人と共謀したとのＡの供述は信用できず，被告人は無

罪であるにもかかわらず，Ａと共謀の上，注文書写しを偽造し，これを行使するな

どして，ノートパソコンを詐取したとの原判示の有印私文書偽造，同行使，詐欺の

各事実を認定し，被告人を有罪とした原判決には，判決に影響を及ぼすことが明ら

かな事実の誤認がある，というのである。

そこで，記録を調査し，検討すると，原判示の有印私文書偽造，同行使，詐欺

（以下「本件各詐欺等」という ）の各事実を認定し，被告人がＡと共謀して本件。

各詐欺等の犯行を行ったと認定した原判決の事実認定を是認することはできない。

その理由は，以下に認定，判断を示すとおりである。

なお，以下において，かっこ内の検甲を付した数字は，原審で取り調べられた検

察官請求に係る証拠の請求番号であり，また，原審公判調書と一体となる証人尋問

調書等の供述部分を表記するときは，その公判期日，供述者，該当箇所の順に表記

している。

１ 関係証拠によれば，以下の事実が認められる。
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(１) Ａは，平成１２年ころ，コンピューターシステムの会社である有限会社Ｂ

に入社した。

(２) 被告人は，平成１６年ころから，マンション施工等を業とするＣを経営す

るＤから金を借りるようになっていた。

(３) 平成１８年夏ころ，有限会社Ｅが，Ａを通じて有限会社Ｂに納入したパソ

コン等の代金未払が発覚し，Ａがこれらのパソコン等を私的に流用していたこ

とが判明した。Ａは，有限会社Ｅの代表取締役であるＦや有限会社Ｂの経営者

であるＧに対し，有限会社Ｂの名義を冒用し，有限会社Ｅに有限会社Ｂと無関

係の発注をしていたことを認めた。Ｇは，あくまでＡが勝手にやったものであ

るとして，その未払代金を有限会社Ｂが支払うことはせず，Ｆは，以後，有限

会社Ｂとの取引をやめ，Ａから上記の未払代金を回収するため，Ａと連絡を取

っていた。なお，後に，Ａが有限会社Ｂの資金を横領していることも判明した。

(４) 被告人とＡは，平成１８年１０月ころ，両名の共通の知人の紹介で知り合

い，その際，それぞれ多額の借金を抱えていることなど，互いの身の上話をし，

以後，被告人及びＡは行動を共にするようになった。

被告人は，同年秋ころ，ＡをＤの事務所に連れて行き，Ｄと引き合わせ，そ

れ以降，ＡはＤから金を借りるようになった。Ａは，Ｄに金を返したその場で，

に対し，返した金の一部を貸してくれるよう頼んだりしていた。D

(５) 被告人は，同年１１月ころ，従前から付き合いがあった有限会社Ｈ代表取

締役Ｉのもとを訪れ，予備校の通信講義で使用するパソコンの購入を検討して

いたＩに対し，安くていいノートパソコンを卸すところがあるという話をした。

被告人は，そのとき，知り合いから安く購入するということを言っており，ま
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た，代金は後払いという話も出たが，それ以上の具体的な話はなかった。

その後，Ａは，Ｉがパソコン購入について任せていた者と，ノートパソコン

のスペックや金額等の打合せをした。

Ａは，同月中旬ころ，有限会社Ａを訪れ，Ｆに対し，有限会社Ｈからパソコ

ン納入の注文が取れたと伝えた。その際，Ａは，有限会社Ｅの社屋前駐車場に

停めた自動車内にいる人物が，今回の仕入担当である「Ｊ」なる者だとＦに述

べた。その数日前，Ａは，Ｆに対し，１０万円以内の安いノートパソコンが欲

しい，予備校で使うので性能が良いものがいいというような話をしていた。

(６) Ａは，同月１７日，平成１２年から取引をしているＫで，東芝ｄｙｎａｂ

ｏｏｋＡＸ／９４０ＬＳのノートパソコン３台を２４万円で換金処分し，東芝

の別機種のノートパソコン３台も１３万５０００円で換金処分した。

Ａは，平成１８年１１月１８日，Ｋで，富士通のパソコン１０台を７０万円

で換金処分し，また，質屋である有限会社Ｌと初めて取引した。

(７) Ａは，同月２０日，以前有限会社Ｂで小口取引を担当したことがあり，顔

見知りであったＭ株式会社取締役Ｎのもとを訪れ，ノートパソコン２０台の注

文が取れたので，注文書を作って欲しいと依頼した。Ｎは，Ａの説明を受け，

Ｍ株式会社宛ての注文書を作成したが，それとともに，買取の大口取引は代金

引換か，代金先払いでなければできない，ノートパソコンの受渡しは，翌年１

月になると伝えた。なお，Ａは，以前自らパソコンを買い取る小口取引をＭ株

式会社としていたが，代金未払となっていた。

被告人は，同日，Ａとともに，Ｉのもとを訪れ，Ｎが作成したものと様式，

。 。内容が同一の注文書（以下「本件注文書」という ）を見せ，サインを求めた
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Ａは，初対面であるＩに対するあいさつとして，有限会社Ｂに勤めており，大

きい仕事もやっていると話し，被告人は，Ａのことを，二，三年前からの知り

合いで，大きな仕事をしていると説明した。その後，値段等注文書に関する具

体的な話は，被告人が行った。Ｉは，納期を年末にすることを求め，そのとお

りにするという話になった。そして，Ｉは，ノートパソコン購入について任せ

ていた前記の者とも相談し，ノートパソコンを購入することにし，その場で，

有限会社Ｈ代表取締役名義の記名押印をした。

同日，有限会社Ｅに対し，本件注文書と同一様式で，有限会社Ｈ代表取締役

Ｉ名義の記名押印がある，東芝ｄｙｎａｂｏｏｋＡＸ／９４０ＬＳのノートパ

ソコン１５台の有限会社Ｅ宛て注文書がファックスで届いた。Ａは，その際の

Ｆとの電話で，今回の注文は自分が取り仕切る旨伝えた。

(８) 被告人は，同月２１日，有限会社Ｌと初めて取引し，東芝ｄｙｎａｂｏｏ

ｋＡＸ／９４０ＬＳのノートパソコン５台を４１万円で換金処分した。

Ａは，同月２２日，有限会社Ｌで，同機種のノートパソコン８台を６５万６

０００円で換金処分するとともに，Ｋで，同機種のノートパソコン３台を２３

万４０００円で換金処分した。

被告人は，同月２４日，有限会社Ｌで，貴金属を換金処分した。

(９) Ｆは，同月２７日，東芝ｄｙｎａｂｏｏｋＡＸ／９４０ＬＳのノートパソ

コン１５台をＡに渡した。

Ａは，同日，有限会社Ｌで，東芝ｄｙｎａｂｏｏｋＡＸ／９４０ＬＳのノー

トパソコン１０台を７８万円で換金処分し，また，Ｋで，同機種のノートパソ

コン５台を３９万円で換金処分するとともに，ＮＥＣのパソコン３台を２３万
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円で換金処分した。

(１０) Ａは，同月２８日，Ｆに電話し，また注文書が届くのでよろしくお願い

する旨話した。これと前後して，有限会社Ｅに対し，本件注文書と同一様式で，

有限会社Ｈ代表取締役Ｉ名義の記名押印がある，東芝ｄｙｎａｂｏｏｋＡＸ／

９４０ＬＳのノートパソコン１５台の有限会社Ｅ宛て注文書がファックスで届

いた。

Ｆは，同月３０日，東芝ｄｙｎａｂｏｏｋＡＸ／９４０ＬＳのノートパソコ

ン８台を，同年１２月１日，同機種のノートパソコン５台を，同月４日，同機

種のノートパソコン２台を，それぞれＡに渡した。

Ａは，同年１１月３０日，Ｋで，東芝ｄｙｎａｂｏｏｋＡＸ／９４０ＬＳの

ノートパソコン８台を６２万４０００円で，同年１２月１日，同機種のノート

パソコン５台を３９万円で，同月４日，同機種のノートパソコン２台を１５万

６０００円でそれぞれ換金処分した。

なお，Ａの預金口座には，同年１１月３０日に６２万４０００円，３９万円，

２３万円及び１８万円が入金されており，また，これ以外にも同月１８日に２

６万円，同月２１日に１７万円，同月２２日に５０万円，同月２３日に３１万

円，同月２４日に２５万円，同月２７日に２０万円及び１１万円，同年１２月

４日に１４万５０００円，同月５日に１６万円及び１４万７０００円，同月１

４日に９５万円及び３９万円，同月１５日に４４万円，同月１８日に２８万円

及び１０万円，同月１９日に４４万円，同月２０日に２７万円，１９万８００

０円及び１４万円など，十万単位での多額の現金の入金が繰り返されていた。

(１１) 被告人とＡは，同年１１月末ころ，Ｉのもとを訪れ，Ｏという会社の手
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形を割り引いて欲しいと言った。その後，ほどなくしてＯは倒産した。

(１２) Ａは，同年１２月１日，更にノートパソコンの注文があるとＦに伝えた。

Ｆは，東芝ではなく富士通のノートパソコンであれば準備できると伝えたとこ

ろ，Ａは，富士通のノートパソコン１５台を頼む，注文書はまた送られてくる

と言った。同月２日，有限会社Ｅに対し，本件注文書と同一様式で，有限会社

Ｈ代表取締役Ｉ名義の記名押印がある，富士通ＮＦ４０Ｔのノートパソコン１

５台の有限会社Ｅ宛て注文書がファックスで届いた。

Ｆは，同月６日，富士通ＮＦ４０Ｔのノートパソコン１４台を，同月７日に

同機種のノートパソコン１台を，それぞれＡに渡した。

Ａは，同月６日，有限会社Ｌで，富士通ＮＦ４０Ｔのノートパソコン１４台

を１１３万１０００円で換金処分し，同月８日，Ｋで，同機種のパソコン１台

を７万８０００円で換金処分した。

(１３) Ｆは，同月下旬，ノートパソコンの代金支払の件でＩに連絡したところ，

Ｉから有限会社Ｅに注文書は出していないと言われた。その際，Ｆが 「Ｊ」，

は有限会社Ｈの社員なのかと尋ねたのに対し，Ｉは違うと答えており，結局，

この際のＦとＩの話は，ＩがＦに協力できることは協力するということで終わ

った。

Ａにだまされたのではないかと思ったＦは，Ａを呼び出し，話を聞いたとこ

ろ，Ａは詐欺をしたと認めた。Ｆは，注文書の偽造により，ノートパソコンが

だまし取られた事実を明確に残しておくために，Ａに，ノートパソコンをだま

し取ったことを認める書面（以下「本件書面」という ）を書かせた。本件書。

面には 「私，ＡはＰの注文書を疑造し（中略）詐欺致しました （原文のま， 。」
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ま）と記載されている。

２ Ａは，原審公判廷において，被告人と共謀の上，自ら本件注文書に紙片の貼り

付けなどを行い，有限会社Ｅ宛ての注文書写しを偽造し，これをファクシミリ送

信し，さらに，前記１(７)，(１０)，(１２)のとおりＦに告げるなどし，Ｆから

渡された前記１(９)，(１０)，(１２)のノートパソコンをだまし取った旨供述し

ているところ，このＡの原審公判供述は，前記１の各事実と概ね合致ないし符合

しており，少なくとも，Ａ自身に関する限り，本件各詐欺等の犯行を行い，Ｆか

ら渡された前記１(９)，(１０)，(１２)のノートパソコンをだまし取ったことは

疑いをいれない。

しかし，以下のとおり，本件各詐欺等の犯行を被告人と共謀して実行したとす

るＡの原審公判供述は，その信用性に相当に疑問があり，Ａの原審公判供述によ

って，Ａと被告人との共謀を認定することは困難である。

(１) 被告人と共謀したとするＡの原審公判供述は，被告人が，Ｉに対し，自ら

ノートパソコンの値段等の話をし，ＡがＭ株式会社から入手した注文書を元に

していると認められる本件注文書へのサインを求めていること（前記１(７)）

と符合しているものの，被告人から本件各詐欺等の犯行全般にわたり指示を受

けていた，だまし取ったノートパソコンを換金処分して得た現金を被告人と分

けた，平成１８年１２月６日にだまし取ったパソコン１４台を換金処分した際

には被告人と一緒だったなどの被告人との共謀を推認させる他の事実に関する

部分については，確たる裏付け証拠があるわけではない。

原判決は，本件各詐欺等の犯行について被告人と共謀したとするＡの原審公

判供述について，一般論としては自己の責任を軽減させるため他の者を共犯に
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引き込む虚偽の供述をする危険性を有しているとしつつ，有限会社Ｅ宛ての注

文書を偽造するのに必要となるＭ株式会社宛ての注文書を，自ら１人で出向い

て入手したこと，Ｉに対して自らの業績等について嘘の説明を行い，また，Ｍ

株式会社が有限会社Ｅの親会社である旨の虚偽の説明を発案したこと，本件各

詐欺等の犯行に係る実行行為を全て１人で行っており，特に偽造内容の詳細に

ついて被告人と相談することなく実行していること，本件各詐欺等の犯行によ

りだまし取ったノートパソコンを換金処分して得た現金の使途について，結局

のところ自分の借金等の返済に充ててもらった部分が多いことなど，Ａが，自

己に不利益な事実を真摯に述べていることからすれば，被告人に不利益な虚偽

の供述をし，自己の責任を軽減させようとする態度はうかがわれない旨，また，

ＦやＩとのやり取り（前記１(５)，(７)，(１０)，(１２)）について，両名の

供述と符合しており，相互に信用性を高め合っている旨説示している。

しかし，前記１の各事実のうち，Ａの原審公判供述に合致する部分は，その

ほとんどが，当該事実に関する他の者の供述や，その事実を記録した書面等の

証拠により，容易に認定可能であり，そのことは，Ａにおいても，十分に認識

しているか，認識し得たものということができ，そもそも，Ａにとって虚偽を

述べ難い事実であるといえる。Ａが，自ら１人でＭ株式会社に出向いて注文書

を入手したこと（前記１(７) ，Ｉに対し，自らの仕事ぶりについて嘘の説明）

を行ったこと（前記１(７) ，その他のＦやＩとのやり取りなどはまさにその）

ような事実に当たる。また，Ｍ株式会社が有限会社Ｅの親会社であるという虚

偽の説明を発案したのがＡ自身であるということも，両社ともに直接的には被

告人ではなく，Ａと関係がある会社であって（前記１(３)，(７) ，被告人が）
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発案したと供述したのでは，不自然ではないかと追及されかねない事柄であり

（なお，当時，Ｉとの関係で有限会社Ｅにノートパソコンを発注するという話

が出ていたわけではないのであるから，Ｉに対し，あえてこのような虚言を述

べる必要性はなく，Ｉの供述からしても，せいぜいＭ株式会社がＡの属する有

限会社Ｂの親会社であるという話が出たのかもしれないとうかがわれるに過ぎ

ない。検甲１２，第５回Ｉ６９項 ，Ａ自身が，本件注文書に紙片の貼り付け）

などを行って有限会社Ｅ宛ての注文書写しを偽造し，これをファクシミリ送信

した，偽造等の詳細については被告人と相談しなかったということも，自らの

罪責軽減のため，本件各詐欺等の犯行全般にわたり被告人の指示を受けて行動

したものであるとの虚言を述べるのと引き換えの形（なお，Ａは，被告人から，

， ，本件注文書を手直しして 「ええがにファックスしとけ」という指示を受けて

偽造や送信を行った，これらが終わるとすぐに被告人に連絡して合流したと供

述している。第４回Ａ１５４ないし１６１，１７４，２９０，２９１，３７８

ないし３８１，３９２ないし３９６項）で，自らの供述の信用性を高めるため

にあえて隠すことなく供述するということもあり得ないとはいえない。そして，

だまし取ったノートパソコンを換金処分して得た現金の使途について，結局の

ところ自分の借金等の返済に充ててもらった部分が多いという供述も，有限会

社Ｂでの横領分（前記１(３)）に対する返済の事実等，やはり他の証拠により

容易に確認できるため，虚偽を述べにくい事実を含んでおり，また，借金返済

としてＤへ行う支払は被告人も保証人になっているというのであり，Ａが一方

的に利益を得るという形になっていないのみならず，実際の支払は被告人に委

ねたため，Ｄに対する被告人自身の返済分に回っているのか，Ａ自身の返済分



10

に回っているのか分からないという内容であること（第４回Ａ２２９，２３３

ないし２３７，３２２，３２３，４２７項）からすると，この供述があるから

といって，Ａには被告人に不利益な虚偽供述をして自己の責任を軽減する態度

がうかがわれないといえるものでもなく，直ちに被告人との共謀に関する供述

の信用性が高められているともいい難い。さらに，本件各詐欺等の犯行でだま

し取ったノートパソコンを換金処分して得た現金は，全てＡが受領している

（前記１(９)，(１０)，(１２)）ところ，真実被告人にこの現金の一部が流れ

たのかについての確たる裏付けもない。

要するに，原判決が指摘する事情を踏まえても，Ａにおいて，被告人に不利

益な虚偽の供述をし，自己の責任を軽減させようとする態度がうかがわれない

とまでいえるものではなく，本件各詐欺等の犯行における被告人との共謀に関

するＡの原審公判供述が，直ちに十分信用できるとまでいえるものでもない。

(２) 一方，Ａの原審公判供述には，以下のとおり，疑問を抱かせる点が多数あ

る。

ア Ａの原審公判供述によると，Ａは，本件各詐欺等の犯行全般にわたり，被

告人の指示ないし示唆を受け，それに従って行動することで本件各詐欺等の

犯行を実行し，本件各詐欺等の犯行の結果得られた現金の使途についても，

被告人の指示を仰いで決めており，当時は自分の借金返済の件も被告人に管

理されている状態であったとする。

しかし，本件各詐欺等の犯行が開始されるまでのせいぜい２か月ほどの間

に，前記１(４)のような経緯で知り合い，行動を共にするようになったに過

ぎない両名間において，そのように被告人がＡをいわば支配するような関係
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が形成されたということ自体不自然な感を否めない。しかも，このような支

配関係が形成されていたというにもかかわらず，所論指摘のとおり，Ａの原

審公判供述を前提にしても，本件各詐欺等の犯行の結果得られた現金３５４

万９０００円のうち，被告人が確実に自らの利得としたのはその１０分の１

以下の額ということになってしまう上，この額についてすら，真実被告人の

方に渡ったのかについての確たる裏付けがない。

それ以上に看過できないのは，前記１(３)のとおり，Ａが，被告人と知り

合う数か月前ころまでに，本件各詐欺等の犯行と類似する行為を，同じ有限

会社Ｅ相手に行っていることである。本件注文書の元となったと認められる

注文書（前記１(７)）を取得した相手も，Ａが従前取引したことのあるＭ株

式会社であったこと（同社相手の取引でも，Ａは自ら買い取ったパソコンの

代金を支払っていない ）をも併せ考えると，本件各詐欺等の犯行を，被告。

人から逐一指示ないし示唆されて行ったとするＡの原審公判供述には少なか

らぬ疑問を抱かざるを得ない。さらに，Ａは，被告人と一緒になって犯罪行

為をしたのは本件各詐欺等の犯行だけであると供述しているところ（第４回

Ａ４７１項 ，前記１(６)，(８)及び(９)に認定したとおり，Ａは，本件各）

詐欺等の犯行と時期を同じくして，本件各詐欺等の犯行で入手したものとは

明らかに異なるパソコンを何度も換金処分しており，その数３０台，換金額

２１９万５０００円に及んでいるのであり，本件各詐欺等の犯行と同時期こ

ろ，本件各詐欺等の犯行以外に，パソコンをだまし取って換金するという本

件各詐欺等の犯行と同様の行為に及んでいたのではないかと疑われる。

なお，Ａは，本件各詐欺等の犯行でだまし取ったノートパソコンの換金処
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分先として，被告人から有限会社Ｌを紹介してもらった，被告人は有限会社

Ｌで貴金属を換金したと言っていたなどと供述する（第４回Ａ１００，１０

１，５０４，５０５項 。しかし，前記１(６)及び(８)のとおり，有限会社）

Ｌの利用を始めたのはＡの方が早く，被告人が有限会社Ｌで貴金属を換金処

分したのはその後であり，有限会社Ｌの担当者が，Ａの顔は明確に記憶して

いるのに，被告人の顔は覚えていない旨供述していること（検甲１３，検甲

１９）などからすると，この供述自体信用し難い。しかも，本件各詐欺等の

犯行における他の換金処分先であるＫにおいては，前記１(６)のとおり，従

前からＡが本件各詐欺等の犯行で入手したものではないパソコンの換金処分

先として利用していた先であり，このＫを被告人が利用した形跡はうかがわ

れない。

原判決は，その説示によれば，Ａが，被告人について自分と同じ境遇にあ

ると共感し，さらに，被告人の仲介や信用を利用して借金するなどするうち

に被告人を頼るようになったと供述していることから，被告人とＡとの間に

前記の支配関係が形成され，本件各詐欺等の犯行が行われたことは十分考え

られるとするものと解される。しかし，既に述べたように，両名が知り合い，

行動を共にするようになった経緯にかんがみても，前記の支配関係が形成さ

れたということについては不自然な感を否めないところ，Ａの供述内容は，

後記のＤの関係以外，明確な具体的根拠を挙げることもなく，同じような境

遇であることから来る単なる共感にとどまらず，被告人を全面的に信頼し，

尊敬して，その指示に従ったというもの（第４回Ａ９，３２，３７，３８，

４７５項）であって，このような供述から，前記の支配関係の形成が十分考
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えられるとすること自体説得力に欠ける。のみならず，Ａの原審公判供述を

前提にしても，当時，被告人から，姉の保証人となったりしたために金に困

った大変な状況にあり，借金が４５００万円くらいあると聞いていた（第４

回Ａ１５，１６，４６２，４６３項）というのであるから，そのような被告

人に自らの借金返済の件まで委ね，本件各詐欺等の犯行の結果得られた現金

の使途も含めて，その指示に従ったなどというのは，むしろ相当に不自然と

いうべきである。しかも，Ａは，被告人を信頼し，尊敬するに至った明確な

具体的根拠としてＤの関係しか挙げておらず，金を貸してくれる人として被

告人からＤを紹介されたのであるが，被告人を介することでしかＤから金を

借りることができなかった，被告人から直接Ｄとやり取りするなと言われて

いた，当時Ｄと会ったこともなかったなどと供述している（第４回Ａ２２な

いし３０，４８０ないし４８２，４９３項）ところ，前記１(４)のとおり，

ＡはＤに直接会ってやり取りし，金を借りるなどしているのであって，その

供述は虚偽といわざるを得ない。被告人を信頼し，尊敬するに至った唯一の

明確な具体的根拠として挙げているＤの関係について，このような虚偽を述

べていることも，所論の指摘するとおり，被告人との共謀に関するＡの原審

公判供述の信用性に疑いを差し挟む事情である。

イ 前記１(１３)のとおり，本件についてＦに呼び出されたＡは，詐欺をした

ことを認めて，本件書面を書いているところ，そこに犯人として出てくるの

はＡ自身の名前だけである。

この点，Ａは，Ｆに対し，被告人の名前を出して，一緒に詐欺を行った旨

説明したと供述している（第４回Ａ５１１，５１２項）ところ，これが真実
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であれば，本件書面に被告人の名前が出てこないことは不可解である。すな

わち，Ｆは，詐欺にあったことを明確に記録することで，犯人に対する代金

請求や刑事告訴等の責任追及に用いるべく，本件書面を作成させたと見るの

が相当であるところ，以前にＡがＦに対し有限会社Ｈの仕入担当であると説

明しており（前記１(５) ，Ｆが，Ａを呼び出す前に，Ｉに有限会社Ｈの社）

員なのかを確認している（前記１(１３)）者である「Ｊ ，すなわち，被告」

人も詐欺の共犯であるとＡが述べたのであれば，被告人に対しても前記の責

任追及を行うべく，当然その名前も書かせるはずであり，本件書面を作成さ

せながらこれを失念するなどとは考えられない。さらに，Ｆからすれば，数

か月前ころにも同じような事態を引き起こしているＡから，直ちに本件の代

金支払を受けられるなどと思っているはずもなく，あえて被告人の名前を書

かせないなどということもおよそ考え難い。

そして，Ａは，詐欺の共犯として被告人の名前を出したのに，本件書面に

は出てこない理由を問われ，自分（Ａ）が全部Ｆのところからノートパソコ

ンを持ち出していた，被告人を尊敬していた，自分（Ａ）が幾らか支払って

いかないといけなかった，Ｆがかなり怒っており，Ｆから言われるとおりに

書いた，Ｆは被告人と電話でしか面識がなかった，自分（Ａ）が本件を取り

仕切るとＦに言っていたなどと供述しており（第４回Ａ５１３ないし５１８

項 ，原判決も，相当怒っているＦに言われるがまま書いたとするＡの供述）

は十分信用できると説示しているが，これらのＡの供述は，本件各詐欺等の

共犯者として被告人の名前をＡが出したのに，それをＦが本件書面に書かせ

ようとはしなかった，という不可解な出来事が現実にあったのではないかと
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多少なりとも思わせるような説明にすらなっていない。

これらの事情に照らせば，所論の指摘するとおり，本件書面の作成時，Ａ

は，Ｆに対して 「Ｊ ，すなわち，被告人の名前を出すことなく，本件書面， 」

を作成したものと見る以外にない。このことは，本件書面の作成時に被告人

の名前を出したという虚言を弄しているとして，被告人との共謀に関するＡ

の原審公判供述の信用性を減殺するにとどまらず，当時のＡ自身が本件各詐

欺等の犯行が被告人との共犯であるとは認識していなかったのではないかと

いう疑問まで抱かせるものである。

ウ Ａは，平成１８年１１月３０日にＦからだまし取ったパソコン８台を換金

処分し，現金６２万４０００円を受領し，即日これを自分の口座に入金して

） ，いるものと認められる（前記１(１０) なお，第４回Ａ３１９項 。しかし

本件各詐欺等の犯行の結果得られた現金の使途についても，被告人の指示を

仰いで決めていたというのであれば，換金処分により得られた６０万円を超

える現金がこのように直ちに全額Ａの預金口座に入金されるということ自体

不自然に思われる。のみならず，このころには，Ａの預金口座に十万単位で

の現金の入金が繰り返されており（前記１(１０) ，本件各詐欺等の犯行の）

結果得られた他の現金も入金されているのではないかと疑われること，さら

には，前記のとおり，本件各詐欺等の犯行で入手したものとは明らかに異な

る多数のパソコンを換金処分していることを併せ考えると，Ａにおいて，本

件各詐欺等の犯行以外に，本件各詐欺等の犯行と同様の行為に及んでいるの

ではないかという疑いも強く抱かざるを得ない。

(３) 前記のとおり，被告人と共謀して本件各詐欺等の犯行を実行したとするＡ
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の原審公判供述は，被告人が，Ｉに対し，自ら主要な話を行って，本件注文書

へのサインを求めていることと符合する。被告人は，Ｉとパソコン購入の話を

した際に示した注文書は，本件注文書の体裁と異なる旨供述しているが，にわ

かに信用し難い。加えて，パソコンの注文書を出してくれる人がいれば，有限

会社Ｅからパソコンを引っ張る，パソコンを質屋に入れて金にして有限会社Ｂ

などへの支払にしたい，余ったら半分を渡すというＡの言葉を受け，ＩをＡに

紹介したが，Ａが詐欺をするとは思わなかったという被告人の供述は，それ自

体，本件各詐欺等の犯行についてＡと共謀したのではないかと疑わせるもので

ある。

しかしながら，被告人と共謀したとするＡの原審公判供述は，必ずしも確た

る裏付けがあるわけではなく，自己の罪責軽減のために被告人を共犯として引

き込む虚偽供述のおそれがうかがわれないでもないところ，これらの符合や被

告人の供述（その内容は，被告人の方から本件各詐欺等の犯行を指示ないし示

唆してきたというＡの供述と相反する ）により，被告人と共謀したとするＡ。

の原審公判供述に対する前記疑問が解消されるものではない。すなわち，被告

人と共謀して本件各詐欺等の犯行を実行したとするＡの原審公判供述は，犯行

における被告人との関係において相当に不自然な内容である上，その関係が形

成される根拠となるべき事情，換金処分先の選定，Ｆに対して本件各詐欺等の

犯行を認めた際の言動等の重要部分に関して虚偽ないし虚偽の疑いがある供述

が含まれており，その信用性はかなり低いものといわざるを得ない。しかも，

Ａは，被告人と知り合う以前，本件各詐欺等の犯行の数か月前ころまでに，本

件各詐欺等の犯行の相手である有限会社Ｅに対し，本件各詐欺等の犯行と類似
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の行為に及んでおり，また，本件各詐欺等の犯行と同時期ころに，パソコンを

だまし取って換金するという本件各詐欺等の犯行と同様の行為に被告人の関与

なく何度も及んでいるものと疑われること，Ｆに対し，本件各詐欺等の犯行を

自認して本件書面を作成した際，共犯者として被告人の名前を述べてはいない

ものと見る以外にないこと，本件各詐欺等の犯行は，本件注文書を利用して立

て続けに行われた一連の行為と見るのが相当であり，換金処分に至るまでの行

為は全てＡが行っていること，本件各詐欺等の犯行により得られた現金をＡが

費消しているのは明白である一方，これらの現金が被告人に交付されたことを

裏付ける確たる証拠はないことからすると，本件各詐欺等の犯行は被告人の関

与なく，Ａが実行したものではないかと疑わざるを得ず，Ａの原審公判供述に

より，本件各詐欺等の犯行について，被告人がＡと共謀したものと認めること

はできないというべきである。

前記のとおり，被告人は，自らが主要な話をしてＩに本件注文書へのサイン

を求めているところ，Ｉにサインを求めた注文書は，本件注文書と異なるとい

う直ちには信用できない内容を述べており，その一方で，有限会社Ｅからパソ

コンを引っ張る，パソコンを質に入れるなどというＡの話を受けてＩを紹介し，

注文書にサインを求めるに至ったが，Ａが詐欺をするとは思わなかったなどと

供述していること，本件各詐欺等の犯行により入手されたものとは異なるパソ

コンを，Ａの依頼で換金処分したことがある旨自認していること（前記１

(８)）などからすると，本件各詐欺等の犯行についてＡと共謀していたのでは

ないかとも疑われる（なお，Ｏの手形の件〔前記１(１１)〕は，被告人及びＡ

の話に対する対応やその後の経緯に関するＩの供述が検察官調書〔検甲１２〕
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と公判とでかなり食い違っており，事情が判然とせず，そもそも，本件各詐欺

等の犯行における被告人とＡの共謀をうかがわせる事情たり得ない ）が，Ａ。

が被告人の関与なく本件各詐欺等の犯行を実行したのではないかとの前記の疑

いを払拭し去るものではない。

以上に認定，判断したとおりであり，被告人が，Ａと共謀の上，本件各詐欺等の

犯行を行ったと認定した原判決には，事実の誤認があり，その誤認が判決に影響を

及ぼすことは明らかである。

論旨は理由がある。

よって，刑訴法３９７条１項，３８２条により原判決を破棄し，同法４００条た

だし書により更に判決する。

本件各公訴事実の要旨は，被告人は，いずれもＡと共謀の上，平成１８年１１月

２０日ころ，行使の目的で，有限会社Ｈ代表取締役Ｉ作成名義の有限会社Ｅ宛ての

ノートパソコン１５台の注文書写し１通を偽造し，これを有限会社Ｅにファクシミ

リ送信するなどして行使し，Ｆに電話するなどし，同月２７日ころ，有限会社Ｅに

おいて，Ｆからノートパソコン１５台（販売価格合計１７３万２５００円相当）の

交付を受け（平成２０年１２月２４日付け起訴状の公訴事実第１ ，さらに，平成）

１８年１１月２８日ころ及び同年１２月１日ころ，それぞれ，同様の注文書写しを

偽造してこれを行使し，Ｆに電話をするなどし，有限会社Ｅにおいて，Ｆから，同

年１１月３０日ころから同年１２月４日ころまでの間，前後３回にわたり，ノート

パソコン１５台（販売価格合計１７３万２５００円）の交付を受け（同起訴状の公

訴事実第２ ，同月６日ころから同月７日ころまでの間，前後２回にわたり，ノー）

トパソコン１５台（販売価格１７３万２５００円）の交付を受け（平成２１年２月
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２５日付け起訴状の公訴事実 ，もって，人を欺いて財物を交付させた，というの）

であるところ，前記に説示したとおり，本件各公訴事実については，被告人がＡと

共謀したとは認められず，犯罪の証明がないので，刑訴法３３６条により，無罪の

言渡しをすることとし，主文のとおり判決する。

平成２２年３月２３日

広島高等裁判所第１部

裁判長裁判官 竹 田 隆

裁判官 野 原 利 幸

裁判官 結 城 剛 行


